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福岡県飼養衛生管理指導等計画の策定について 

福岡県農林水産部畜産課衛生係

平成 30 年に国内で 26 年ぶりに発生し、

現在も終息していない豚熱やアフリカ豚熱

の国内侵入リスクが高まっている状況等を

踏まえ、令和２年４月に家畜伝染病予防法

が改正され、国は「飼養衛生管理指導等指

針」（以下、「指導指針」という。）を制定し、

都道府県知事は指導指針に従って 3 年間を

一期とする「飼養衛生管理指導等計画」を

新たに定めることとなりました。 

国は令和３年４月に指導指針を策定し、

本県では５月に福岡県飼養衛生管理指導等

計画（以下、「指導計画」という。）を策定し

ました。この指導計画では、令和３年度から

令和５年度に取り組む県内の飼養衛生管理の

指導等に関する事項を定めていますので、概

要をお知らせします。 

第一章  飼養衛生管理に係る指導等の実施

に関する基本的な方向 

 飼養衛生管理基準の遵守を徹底するには、

家畜の所有者、国、県、市町村、関連事業者

がそれぞれの役割を自覚し、連携して取り組

むことが基本となります。 

第二章 家畜の飼養に係る衛生管理の状況 

並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び 

動向を把握するために必要な情報の収集に 

関する事項 

県は、飼養農場における衛生管理の状況や

家畜の伝染病の発生状況について情報収集を

行い、有用な情報の還元に努めます。 

第三章  重点的に飼養衛生管理に係る指導

等を実施すべき事項 

所有者の責務の徹底、飼養衛生管理マニュ

アルの作成及び従事者等への周知徹底、衛生

管理区域の適切な設定、記録の作成及び保管

等の畜種共通のものに加え、家畜の種類ごと

に重点事項を定めています。 

第四章 家畜の所有者又はその組織する団

体が行う自主的措置の活性化に関する事項 

地域レベルでの衛生の向上を図るため、家

畜の所有者等の自主的な取り組みに対し県、

市町村、関係団体が連携して補助事業の情報

共有等の技術的な助言等を行います。 

第五章 飼養衛生管理に係る指導等の実施

体制に関する事項 

家畜の所有者が衛生管理区域ごとに、飼養

衛生管理者を選任することとなりました。県

は、家畜の所有者に対し選任の助言を行うと

ともに飼養衛生管理者の知識、技術向上を図

っていきます。 

第六章 防疫連絡協議会等の活用その他の

飼養衛生管理に係る指導等実施に関し必要

な事項 

県は、県境家畜防疫連絡協議会等を通して、

近隣県との情報共有、連携を図るほか、市町

村、関係団体を含む全庁的な連絡会議を通し

て県内における特定家畜伝染病の防疫措置に

ついて連携強化を進めていきます。 

指導計画は、福岡県のホームページ上に公 

表しており、「福岡県飼養衛生管理指導等計画」

と検索いただくと詳細をご覧いただけます。 

家畜の伝染病から大切な家畜を守るために、

飼養衛生管理基準の遵守を引き続きお願いし

ます。
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農場に出入りする人、車両の消毒について 

福岡県筑後家畜保健衛生所

昨年度、我が国の特定家畜伝染病の発生

状況は、高病原性鳥インフルエンザの発生

が、18県で52事例、豚熱が５県で５事例確

認されました。特定家畜伝染病発生後、国

は、直ちに農場へ疫学調査チームを派遣し、

発生原因究明のために疫学調査を行います。 

 この調査の中で「飼養衛生管理基準」が

遵守されているか否かの確認が行われます。

昨年度の発生農場では、野生動物の侵入防

止対策、衛生管理区域出入口における手指

消毒・手袋交換、衣服・長靴の交換、車両

の消毒、畜舎出入口の手指消毒・手袋及び

長靴の交換等に不備があったとされ、特別

手当金が減額されたケースが見られました。 

飼養衛生管理基準は、畜産農家が全ての

項目を遵守する必要がありますが、今回は、

「人、車両の消毒」について説明します。 

●衛生管理区域

①立ち入る人・退出する人の手指消毒等

出入り口付近に消毒設備を設置、衛生管

理区域に入る時、出る時に手指を洗浄、

消毒する。（手袋着用も可）。

②専用の衣服及び靴の設置並びに使用

着脱前後の衣服及び靴をすのこ等で場所

を離して保管且つ更衣の前後に利用する

経路を一方通行とし交差汚染を防止する。 

③立ち入る車両・退出する車両の消毒

出入口付近に消毒設備を設置、車のボデ

ィ、タイヤハウス、タイヤ周りを消毒す

る。降車して作業する場合は、ペダルや

フロアマットを消毒する。（農場専用のフ

ロアマットがあれば使用し使用後は決め

られた場所に返却する） 

●畜舎

①立ち入る人・退出する人の手指消毒等

出入口付近に消毒設備を設置、畜舎に入

る時、出る時に手指を洗浄、消毒する。

（手袋の着用も可）。

②専用の靴の設置及び使用又は消毒

畜舎毎に専用の靴を設置又は靴の消毒履

き替えや作業者の動線が畜舎の内外で交

差しないよう注意する。

消毒等の実施については、目立つ場所に

看板等を設置して、外部及び内部で働く人

に周知し確実に実施していただくようお願

いします。効果的な消毒方法等については、

最寄りの家畜保健衛生所にご相談下さい。 

農林水産省 HPより 
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飼養衛生管理マニュアルを作成しましょう 

                                 福岡県両筑家畜保健衛生所 

 

飼養衛生管理マニュアルの作成が義務化 

農林水産省より、飼養衛生管理基準の改正が公

布され、令和４年１月 31日までに、全ての家畜の

所有者の皆様に飼養衛生管理マニュアルの作成

が義務付けられました。（※豚・いのししについて

は令和３年３月 31日まで） 

 

１頭（羽）、ペットでも 

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのし

し、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろ

ほろ鳥、七面鳥といった対象動物を飼養している

施設については、１頭・１羽から用途を問わず、

飼養衛生管理マニュアルの作成が必要となりま

す。 

 

マニュアルに規定すべき 10 点の事項 

 マニュアルの作成に当たっては、少なくとも次

の 10 点の事項について規定し、作成してくださ

い。 

（１） 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養

及び狩猟における禁止事項 

（２） 海外渡航時及び帰国後の注意事項 

（３） 海外からの肉製品の持込み（郵便物による

持込みを含む。）に関する注意喚起 

（４） 農場内への不適切な物品の持込みの禁止 

（５） 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち

込まないための取組 

（６） 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い 

（７） 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼

育禁止 

（８） 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 

（９） 農場における防疫のための更衣 

 

 

 

（10） 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗  

    浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒

薬の種類、作用時間及び乾燥時間等 

また、マニュアルの作成に当たっては、獣医師

等の専門家の意見を反映させてください。 

 なお、農林水産省のホームページにマニュアル

のひな型が公開されています。 

 

 

 

 

作成するマニュアルは、農場のルール 

 農場の衛生管理を確かなものとするためには

農場関係者１人１人が飼養衛生管理に関する作

業手順を理解し、行う必要があります。今回、作

成するマニュアルは衛生管理に関する作業手順

を明確にしたもので、つまり農場のルールです。

農場のルールを農場関係者が取組むように、冊子

配布や看板設置等によって、周知することが大切

です。 

    

 

家畜保健衛生所までご相談ください 

家畜保健衛生所では、マニュアルの作成支援も

行っております。マニュアルの作成に関してご不

明な点がございましたら、家畜保健衛生所までご

相談ください。 

飼養衛生管理マニュアルを作成し、徹底した家

畜伝染病の防除に努めましょう。              

農林水産省 飼養衛生管理基準 検索 
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鳥インフルエンザシーズンを迎えるにあたって衛生管理のポイント 

福岡県中央家畜保健衛生所

 

1. 昨シーズンの発生状況について 

令和２年 11 月初旬、国内では２年ぶり

にＨＰＡＩが発生し、その後、翌年３月末

までに 18県 52事例 75農場に感染が広が

りました。殺処分羽数は１シーズンでは過

去最多の 987万羽に達しました。 

発生農場での疫学調査では、下表に示す

とおり飼養衛生管理基準の不遵守が認めら

れました。飼養衛生管理基準が遵守されて

いなかったため、発生農場に支払われる手

当金が最大２割減額された事例も存在しま

す。今シーズンも国内でのＨＰＡＩの発生

に備え、より一層の衛生対策が求められる

状況にあります。 

2. 衛生管理のポイント 

ウイルスの侵入経路である人・車両の動

き、野鳥を含む小型の野生動物の対策を見

直しましょう。 

※飼養衛生管理基準の重点項目 

● 衛生管理区域出入口におけるポイント 

（1）手指の洗浄・消毒、手袋の交換 

（2）衣服・長靴の交換 

（3）車両の消毒 

 

 衣服、長靴の交換については区域内専用

のものが、区域外で使用したものと接触し

ないよう、交差汚染防止に気を付けましょ

う。車両消毒においても消毒実施前後の車

両が交差汚染するのを防止するため、適切

な動線を確保しましょう。 

● 鶏舎出入口におけるポイント 

（1）手指の洗浄・消毒、手袋 

の交換 

（2）長靴の交換 

 長靴の交換については保管方法、動線を

見直しましょう。 

● 野生動物対策 

（1）防鳥ネット等の整備 

（2）壁・天井の隙間の点検・修繕 

（3）ネズミ及び害虫の駆除 

 防鳥ネット等は家きん舎のみならず、飼

料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等にも設置

しましょう。隙間はシーズン前には必ず点

検を行い、修繕をしておきましょう。 

 

ご不明な点はお近くの家畜保健衛生所に

お尋ねください。 

表：ＨＰＡＩ発生農場における疫学調査結果を踏まえた飼養衛生管理状況（農林水産省ＨＰより） 
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福岡県で発生した高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ８亜型）の現地調査成績 

福岡県北部家畜保健衛生所 

【アジア・ヨーロッパで高病原性鳥インフ

ルエンザ（ＨＰＡＩ）が大流行！】

令和２年度の冬季シーズンは、アジアやヨ

ーロッパ各地でＨＰＡＩが大流行しました。 

国内でも令和２年 11 月から翌年３月まで

に 18県 52事例発生し、殺処分羽数は 987万

羽と過去最大規模となりました。 

【香川県で続発の中、福岡県で発生！】 

香川県では 11 月５～21 日の間、８事例で

発生が確認されていた中、11 月 25 日、福岡

県（国内９例目）でＨＰＡＩが発生しました。 

【疫学調査における確認事項】 

 11 月 25 日、疫学調査チームの現地調査が

行われました。 

１ 発生農場の周辺環境は？ 

当該農場は、平飼いの開放鶏舎 12棟に肉用

鶏約 9.4万羽を飼養する肉用鶏農場で、周囲

には複数のため池がありました。 

発生時は、全鶏舎で鶏が飼養され、ため池

に近接する鶏舎で発生しました。 

２ 鶏の異常発見（通報）までの経緯は？ 

発生鶏舎における１日当たりの死亡鶏は、

11 月以降０～８羽くらいで推移していたと

ころ、11月 23～24日で 37羽の死亡鶏が確認

されたことから、家保に通報されました。 

死亡鶏は、発生鶏舎内に散在し、外貌に異

常なく、一部の生鶏に活力低下が認められ、

簡易検査で陽性が確認されました。 

３ 管理人と従事者は？ 

家族で管理しており、毎日、鶏の健康観察

を行っていました。担当する鶏舎は決まって

おらず、いずれの鶏舎においても作業し、鶏

と接触する機会がありました。 

‒ 5 ‒



４ 農場の飼養衛生管理は？ 

 

① 従事者は、農場専用の作業着と長靴を使

用し、鶏舎毎に専用の長靴に履き替えて踏込

消毒後に飼育室に入っていましたが、作業用

軍手の交換や手指消毒は未実施でした。 

 

② 飼料は、鶏舎横のタンクから自動給餌。

水は、未消毒の井戸水を貯水タンクにいった

ん貯蔵後、パイプによって各鶏舎に供給され、

自動給水していました。 

 

③ 堆肥施設に防鳥ネットは設置していない

が、作業時以外はビニールシートをかけてい

ました。死亡鶏は毎日回収し、鶏糞保管舎内

で堆肥化処理していました。 

 

④ 鶏舎毎にオールイン・オールアウトし、

オールアウトのたびに鶏舎内の清掃・消毒を

行っていました。 

 

⑤ 農場に出入りする車両は、農場入口の動

力噴霧器で消毒していましたが、別の区画に

移動時は公道を通らなければならず、別の区

画に入るときの消毒は未実施でした。 

 

⑥ 鶏舎側面には金網（マス目は約 2.5×

2.5cm）が設置され、金網の外側は、ロールカ

ーテンや跳ね上げ式の窓が設置され、鶏舎内

には送風機が複数ありました。 

 

 

５ 野鳥・野生動物対策は？ 

 

① 発生鶏舎の側面に目立った破損は確認さ

れませんでしたが、鶏舎前室の壁面には、 

小型の野生動物が侵入可能な３cm程度の隙

間が確認されました。 

 

 

② 鶏舎内でネズミを見かけることはないた

め、定期的なネズミ対策（殺鼠剤の設置）は

行っていませんでした。 

 

③ 近隣のため池では、カルガモやマガモが

確認されました。 

また、鶏舎周辺には、猪の痕跡を多数認め

ました。 

 

 

【疫学サンプルの採取とウイルス検査成績】 

 

どこから採取したのか？ 

 

・鶏舎内外の環境サンプルのふき取り 

・鶏の血液、気管と総排泄腔等のふき取り 

 

 

どの材料がウイルス陽性だった？ 

 

発生鶏舎の奥側にいた死鶏の気管と総排泄

腔、虚弱生鶏の気管と総排泄腔、死鶏近くの

床に散らばっていた羽からＨ５Ｎ８亜型ウイ

ルスが検出されました。 

 

【福岡県流行ウイルスの病原性と防疫対策】 

令和２年度の国内流行ウイルスは、すべて

Ｈ５Ｎ８亜型であり、５種類（E1、E2、E3、

E5、E7）の遺伝子型に分類されました。 

 福岡県発生ウイルスは、E3に分類され、病

原性は高病原性で、鶏に対して高い致死性を

示しました。 

ウイルスが野生動物の間で拡散した環境で

は、農場にウイルスが侵入するリスクがより

高まります。 

 飼養衛生管理を徹底し、野生動物の侵入防

止、農場周辺の消毒等の防疫対策を行うこと

がより重要となります。 
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外国人従事者等を雇用している畜産農家における注意事項について 

 

福岡県北部家畜保健衛生所 

外国人従業員さんの母国から送られてくる

国際郵便の中に、輸入禁止の肉製品等が入っ

ている可能性はありませんか？ 

日本では海外からの家畜伝染性疾病の侵入

を防ぐため、口蹄疫、アフリカ豚熱、鳥イン

フルエンザ等の発生国（中国、ベトナム等の

アジア地域）からの生肉、加工・調理した肉、

ハム・ソーセージ等の肉製品や動物由来製品

の輸入は法律で禁止されており、個人消費用

やおみやげ目的であっても、国際郵便で持ち

込むことは出来ません。 

 

 

（写真：国際郵便による輸入禁止品の例） 

国際郵便に限らず海外からの畜産物の違法

な持込みへの対応は 2019 年４月 22 日から厳

格化されています。海外からの手荷物の中に

畜産物があった場合、その場で放棄するしな

いにかかわらず厳正に対処され、輸入申告の

ない肉製品などの畜産物が確認された場合は

罰則の対象になる可能性があります。 

2020 年７月１日には家畜伝染病予防法の

一部が改正されました。このうち畜産物の輸

出入検疫の強化に関しては、これまで最高

100 万円だった罰金が最高 300 万円に引き上

げられ、肉製品などの畜産物を違法に持ち込

んだ場合、300 万円以下（法人の場合 5000 万

円以下）の罰金又は３年以下の懲役が科せら

れます。実際に違法な肉製品などの畜産物の

持ち込み等により逮捕された人もいます。 

家畜の伝染性疾病の侵入を防ぐためにも、

手荷物や郵便物内に肉製品等が入っている疑

いがある場合は、速やかに下記の動物検疫所

までお知らせください。 

また、国際郵便が届いたら、肉製品等の動

物由来製品が入っていないことを外国人の従

業員のみなさまに確認するとともに、母国の

ご家族等が肉製品等の動物由来製品を日本に

送らないように改めて周知いただきますよう

お願いします。 

（連絡先） 

農林水産省 動物検疫所門司支所 

TEL：093-321-1116 FAX：093-332-5858 

門司支所 福岡空港出張所 

TEL：092-477-0080 FAX：092-477-7580 

 
いっぱい詰まった 

母国の愛情の中に… 

肉製品が紛れているかも！？ 
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コロナ禍で本当にアフリカ豚熱のリスクは減っている？ 

福岡県両筑家畜保健衛生所

コロナ禍が与えた影響 

 令和元年に世界中でパンデミックを引き起こし

た COVID-19によって人や物の移動が減り、あらゆ

る分野に強い影響を与え、現在も終息に至ってい

ません。本稿では、動物検疫所が発表している「輸

入畜産物の検疫状況」を基に、コロナ禍がアフリカ

豚熱の侵入リスクに与えている影響について考え

ます。 

アフリカ豚熱 

アフリカ豚熱ウイルスには、以下の特徴があり

ます。 

・環境中における生存力が極めて強い 

・非加熱の豚肉加工品の中で最長６か月間生存 

・冷蔵でも最長４か月生存 

このような特徴から、アフリカ豚熱は肉製品や

加工品を介して世界中に感染が拡大したと考えら

れています。近隣のアジア諸国でも、養豚大国であ

る中国やベトナム、日本に近い韓国やフィリピン

でアフリカ豚熱の発生が確認されています。 

そのような状況の中、世界的な COVID-19のパン

デミックにより、訪日外国人の数が減少し、それに

伴い、旅行客の携行品からの不合格肉製品の持ち

込み数は大きく減少しました。（下図参照） 

（※パンデミック開始の時期をR2.1としています） 

 

これを見ると、海外からの旅行客によるウイル

ス持ち込みのリスクは減少していると言えます。 

しかし、「郵便物」に着目すると、携行品に反し

てむしろ摘発数は増加しています。（下図参照） 

 

郵便物からの不合格肉製品の摘発数はコロナ禍

で増加しており、以前は多くて１月に 1500件ほど

だった摘発数は、今や多い月で３倍以上の 4700件

ほどにまで増加しています。 

 

 

 

 

 

直接持ち込まれる肉製品の数は減っていても、

郵送されてくる肉製品の数はむしろ増えており、

アフリカ豚熱の侵入リスクは、このコロナ禍にお

いても決して安心できる状況ではないことが分か

ります。 

頼れるのは衛生管理だけ 

 アフリカ豚熱には、現在ワクチンがありません。

ウイルスの性質上、ワクチンを作るのが非常に難

しく、開発が難航しています。 

 さらに、アフリカ豚熱に対する有効な治療法も

ないため、アフリカ豚熱の有効な対策は、「ウイル

スを農場内に侵入させないこと」だけです。 

 農場内の衛生管理のレベルを高め、迫りくるア

フリカ豚熱に負けない農場を目指しましょう。 
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豚熱の発生状況及び防疫対策 

福岡県中央家畜保健衛生所 

 

＜豚熱の発生状況＞ 

豚熱は、2018 年９月 岐阜県での発生以来、

14県で 71事例発生しています。その結果、113

農場、５と畜場において約 25.3万頭が殺処分さ

れています（令和３年８月 26日現在）。 

今年だけでも、８月までで和歌山県、奈良

県、群馬県（２回）、三重県、栃木県、山梨県

（２回）、神奈川県で発生が確認されています。 

＜野生イノシシの発生状況＞ 

 豚熱に感染した野生イノシシ発見地点は、北

は宮城県、南は兵庫県の 25都府県、3,778箇所

で発見されています。 

直近では７月 31日、兵庫県淡路市で野生イノ

シシから豚熱が確認されました。これを受け８

月６日、農林水産省から四国４県が「豚熱ワク

チン接種推奨地域」に設定され、８月末から徳

島県より順次ワクチン接種を開始しております。 

＜飼養豚へのワクチン接種状況＞ 

ワクチン接種推奨地域は発生県を含め 36 県と

なり、未接種地域は北海道、島根県、広島県、

山口県、そして九州７県の 11県となりました。 

（農林水産省資料を一部改変） 

 

 

＜疫学調査チームの検証＞ 

今年の豚での発生事例は、いずれもワクチン

接種農場であり、農林水産省の疫学調査チーム

の検証では「作業着、手袋、長靴の交換と交差

汚染の防止」、「免疫を獲得していない豚群への

対応」が不十分であることが確認されました。 

さらに調査チームは、陽性イノシシが周辺で

確認されていても、農場主がイノシシを直接見

ていないことなどで農場側の防疫意識が必ずし

も十分ではない事例が確認されていることか

ら、感染は「陽性イノシシそのものではなく野

生動物等を介してウイルスが侵入した可能性が

指摘されている」ことを改めて強調しています。 

＜豚熱の防疫対策＞ 

県内の養豚場においては、防護柵の設置等で

野生動物の侵入を防いでいますが、防護柵の劣

化等で隙間が生じることも考えられます。定期

的に点検を行い野生動物の侵入防止に取り組ん

でください。 

また、カラス等の空からの侵入も考えられま

すので、防鳥ネットの設置、特に堆肥場の管理

も徹底してください。 

農林水産省は、教育訓練も提言し、衛生対策

は、作業に携わるすべての人が「漏れなく毎日

欠かさず統一したやり方で実施することが重

要」と指摘しています。 

農場主は飼養マニュアルを作成し、農場の現

状を家族、従業員と共有できる体制づくりが大

切です。 

今後はさらに気を引き締め、病原体の侵入を

防ぐため、日頃からの飼養衛生管理基準の遵守

をお願いします。 
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家畜防疫互助基金支援事業について 

 

（公社）福岡県畜産協会 衛生指導部 
 
この事業は、口蹄疫、豚熱等の海外悪性伝染病が万一発生した場合、畜産経営への影響を緩和す

るため、生産者自らが積立を行い、発生時の損害を互助補償する仕組みに国【（独）農畜産業振興
機構】が支援を行う事業です。この互助補償により、発生農場や周辺農場の損失を最小限にとどめ、
安心して経営維持、継続することができます。 
 
１ 事業の内容 
  万一対象疾病が発生した場合、交付申請に基づき互助金が支払われます。 
 
（１） 事業実施期間   

令和３年４月１日～令和６年３月 31日 
 

（２）対象疾病 
  口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚熱、豚熱の５疾病です。 
 
（３）契約対象者 
   福岡県の区域内の牛及び豚の飼養者です。ただし、契約締結時点で家畜伝染病予防法に基づ
き、移動制限等が実施されている区域の生産者は加入できません。 

 
２ 生産者積立金の管理 
 牛、豚に分けて基金として管理され、互助金は牛については牛生産者の基金から、豚については
豚生産者の基金からそれぞれ交付されます。 
 
３  生産者積立金の単価（家畜の種類ごとの生産者積立金の１頭当たりの単価） 
 

 
    区 分 
 

 
          家 畜 の 種 類 
 

生産者積立金 
単価／頭 

乳 用 牛 
乳用牛（24か月齢以上） 245円 
乳用牛（24か月齢未満） 90円 

肉 用 牛 

肉専用種繁殖雌牛（24か月齢以上） 235円 
肉専用種繁殖雌牛(24か月齢未満、子牛を含む) 

125円 
肉専用種肥育牛（子牛を含む） 
交雑種肥育牛 95円 
乳用種肥育牛 90円 

豚 

家族型 
繁殖用種豚（雌） 375円 
繁殖用種豚（雄） 375円 
肥育豚 105円 

企業型 
繁殖用種豚（雌） 390円 
繁殖用種豚（雄） 390円 
肥育豚 110円 

注：１ 繁殖用種豚には繁殖の用に供される予定の雌及び雄の豚を含みます。 
  ２ 豚について、契約対象となるのは離乳後の豚となります。 
  ３ 乳用牛及び乳用種肥育牛には、水牛（食用生産に係るものに限る）、豚にはい

のししを含みます。 
 
４ 互助金の種類とその単価 
 （１）経営支援互助金 

      法に基づき殺処分した家畜を飼養していた農場が新たに家畜を導入したときに交付さ
れます。 

（２）焼却・埋却等互助金 
殺処分した家畜を自らが経費を負担して焼却・埋却したときに交付されます。 
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家畜の種類 
互助金の上限単価（１頭当たり） 

経営支援互助金 焼却・埋却等互助金 

乳 用 牛 

乳用牛（24か月齢以上） 193,000円 

74,000円 
（37,000円） 

乳用牛（雌、12か月齢以上 
           24か月齢未満） 

28,000円 

子牛（雌、12か月齢未満） 23,000円 

肉 
用 
牛 

肉専用 

繁殖雌牛（24か月齢以上） 186,000円 
繁殖雌牛（12か月齢以上 
          24か月齢未満） 

58,000円 肥育牛（雌、12か月齢以上） 
肥育牛（雄、12か月齢以上） 
子牛（12か月齢未満） 

交 雑 
肥育牛（12か月齢以上） 36,000円 
子牛（12か月齢未満） 34,000円 

乳 用 
肥育牛（12か月齢以上） 28,000円 
子牛（12か月齢未満） 23,000円 

豚 

家族型 
繁殖用種豚（雌） 48,000円 

4,000円 
（2,000円） 

繁殖用種豚（雄） 48,000円 
肥育豚（21日齢以上のもの） 10,000円 

企業型 
繁殖用種豚（雌） 55,000円 
繁殖用種豚（雄） 55,000円 
肥育豚（21日齢以上のもの） 11,000円 

  注：１ 国等の事業を利用し、新たに導入する家畜については、経営支援互助金の交付対
象頭数から除かれます。 

      ２ 家畜伝染病予防法第 59 条の規定に基づく費用の交付がある場合は、焼埋却互助金
の単価は（ ）の額となります。 

      ３ 豚の互助金の交付対象は、離乳後の豚です。 

５ 加入手続きについて 

（１） 加入を希望する牛、豚の生産者（以下、加入申込者）は、「家畜防疫互助金交付

契約申込書及び交付契約書」を（公社）福岡県畜産協会に提出します。 

（２） （公社）福岡県畜産協会を通じて申込を受けた（公社）中央畜産会は、交付契約

を締結し、生産者積立金の支払いを請求します。 

（３） 加入申込者は（公社）福岡県畜産協会が定める期日までに、指定口座へ生産者積

立金を納付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fukuoka.lin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2017/09/2d0688d4382aabec91074fbeef1bfac6.pdf 
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ワンヘルスについて 

 

公益社団法人福岡県獣医師会 

 

はじめに 

 ワンヘルスとは、「人の健康と動物（家畜・ペッ

ト）の健康は密接につながり、それを自然環境が

支えている。」との理念で、次の３つの課題があり

ます。 

①人と動物の共通感染症 

②薬剤耐性菌 

③自然環境の保全 

これらの課題を踏まえ、具

体的な取り組みとしてワ

ンヘルスの６つの柱があり、さらには、人と動物

が「身体的・精神的・社会的」に良好な状態で生

きていくことが目標となります。 

 それでは、６つの柱を見ていきましょう。 

 

１ 人と動物の共通感染症 

  人に感染する病原体はいま、1,400 種以上あ

るといわれています。病原体を保有する動物か

ら人へ、また人から動物へうつる病気を「人と

動物の共通感染症」といいます。その中には新

型コロナウイルス感染症をはじめ、新型インフ

ルエンザ、牛海綿状脳症(BSE)、鳥ンフルエン

ザ、エボラ出血熱など、国内外で大きな社会問

題となった病気がたくさんあります。 

 これらの感染を防ぐには、①感染源：病原体を

保有している動物や物②感受性者：感染の恐れ

がある人③感染経路：飛沫や接触など感染源か

ら感受性者に至る経路の 3 つへのそれぞれの

対策が必要です。これらの対策により、病原体

による人や動物への感染を防ぐことが大切で

す。 

 

２ 薬剤耐性菌対策・薬剤の適正飼養と管理 

  「薬剤耐性菌」とは抗菌薬（抗生物質）など

が効きにくくなる、あるいは効かなくなった細

菌のことです。抗菌薬を過剰に、また不適切に使

い続けていると薬剤耐性菌が生き残ります。抗

菌剤を過剰に使用して問題となった代表的な病

気として、結核やマラリアがあります。現在、薬

剤耐性菌は世界的に増加の一途をたどり、国境

を越えて拡散しています。そこで世界保健機構

(WHO)を中心とし、日本をはじめ

とした加盟国は、薬剤耐性菌の発

生を遅らせ、拡大を防ぐことを目

的に、①普及啓発・教育②動向調

査・監視③感染予防・管理④抗微

生物剤の適正使用⑤研究開発・創

薬⑥国際協力の６つの項目を掲

げて取り組んでいます。 

 

３ 環境保全 

  近年のグローバル化や大量の食料生産は、人

や動物にとって貴重な森林や生態系を破壊し、

気候変動の一因となっています。これらは、豪

雨や山火事といった様々な災害の原因となり、

人だけではなく動植物にも大きな災いをもた

らしています。このように環境と人と動物健康

は密接につながっています。 

  自然環境は、人も含めて多様な生物が生きる

場です。良い環境と生物の棲み分けが保たれて

いてこそ、人や動物の健康が維持されます。 

 

４ 人と動物との共生社会づくり 

  少子高齢化社会の中で、ペットは家族の一員

として迎えられ、伴侶として重要な位置占める

ようになりました。ペットは、現代の高齢者に
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とっても共に老いていく仲間であり、子供にと

っては社会性を育むトレーナーでもあります。 

 人はペットの健康を

守る立場にありますが、

逆にペットは人の健康

づ く り や 生 活 の 質

(QOL)の向上に貢献し

ています。また、ペット

は心が安まるなどの癒

やし効果があるといわ

れており、医療や福祉、

教育など様々な分野で活躍しています。 

 

５ 健康づくり 

  健康は万人の願いです。WHO憲章によると「健

康とは、病気でないとか、弱っていないという

ことではなく、肉体的にも、精神的にも、そし

て社会的にも、すべてが満たされた状態にある

こと」と定義しています。また、何らかの病気

を患っていても、より良き家族や隣人、仲間、

ペットに囲まれそれぞれに自分の役割を務め、

生きがいを持つことによって醸成される「病気

があっても、毎日それなりに元気に頑張ってい

る」という健康感覚が大切だといわれています。

これらの健康づくりは、家族やペット、環境と

のつながりを大事にしなくてはなりません。私

たちは人だけで生きているのではなく、健全な

環境の中で、様々な動植物の中で健康を維持で

きているのです。 

 

６ 環境と人と動物のより良き関係づくり 

  「食」を生産する環境を有害な物質に汚染さ

れないということは言うまでもありません。米

や野菜をなどの農産物を作るためには、農地

(大地)、太陽、水が必要です。また肉や卵、牛

乳などの畜産物は、動物(家畜)の「いのち」か

ら生まれています。家畜伝染病を予防し、安全

な飼料を与えて家畜の健康を保つことは、人の

健康にもつながっています。農畜水産物の生産

には多くの人が関わっています。「安全・安心」

な食づくりには、農畜

水産物の生産状況が直

接確認できる地元で生

産することと、これを

支える生業や職業を持

続させることが大事です。 

 

おわりに 

  現在、地球上では様々な環境問題や感染症の

問題が発生しています。このため、私たち一人

一人が、人と動物と自然環境の共生社会づくり

を地球規模で考え、地域で行動していくことが

求められています。そのような中、福岡県では、

世界に先駆け、「福岡県ワンヘルス推進基本条

例」が制定されました。この条例を通して今か

ら始められる「ワンヘルス」を共に考え、実践

していきましょう。 
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第３回福岡県肉用種牛共進会の開催 

 

                     公益社団法人 福岡県畜産協会 

福岡県肉用種牛共進会は、本県の酪農・肉用牛

生産近代化計画で定められた目標達成のための

育種改良と、安定した和牛繁殖経営の実現を目的

に令和元年度から開催されております。きっかけ

は、平成 29年に開催された第 11回全国和牛能力

共進会で、本県から初めて肉牛の部第９区に２頭

を出品し、うち１頭が１等賞と大健闘したことに

あります。その後、肥育農家と繁殖農家の連携が

如何に大事であるかの認識が生産者はもとより

県内関係者で共有されたことから、福岡県肉用牛

振興協議会が設立されたところです。第１回は、

この福岡県肉用牛振興協議会により令和元年９

月 14日（土）、福岡県農業大学校グラウンドにお

いて開催され、若雌１区に 12 頭、若雌２区に 11

頭の計 23 頭の出品があり、公益社団法人全国和

牛登録協会の工藤審査員長をはじめとする審査

団による審査により、各区において名誉賞２頭、

最優秀賞３頭が選ばれました。 

第１回の成功を受け、令和４年 10 月に鹿児島

県で開催される第 12 回全国和牛能力共進会に向

けて、種牛の部第２区及び第３区への本県からの

初出品を目指し、第２回の取組みを進めておりま

したが、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡

大の影響により中止せざるを得ない状況に至り

ました。このため、代替措置として、改良組合ご

とに集合調査会を実施したところです。 

来年の本番を控え、今年度はぜひ開催したいと

の関係者の総意により、現在、毎月実行委員会を

開催し、内容の検討を進めているところです。 

第３回の開催概要は以下のとおりです。 

○ 開催期日 

   令和３年 11月 13日（土） 

○ 開催場所 

   福岡県農業大学校グラウンド 

○ 出品頭数（出品区分） 

未定（若雌１区、若雌２区） 

※出品申込は令和３年９月 30日まで 

○ 出品牛の衛生条件 

共進会の家畜衛生実施要領に基づいてヨー

ネ病、結核、ブルセラ症の事前検査で陰性で

あり、また、予防接種は原則として炭疽、イ

バラキ病、牛流行熱、牛呼吸器病、牛異常産

が共進会開催日以前６か月から３週以内に

接種が完了していること。 

第１回福岡県肉用種牛共進会名誉賞１席受賞牛 

○ 若雌１区 

 名誉賞１席「ももえ」株式会社高手牧場 

 

 

 

 

 

 

 

○ 若雌２区 

名誉賞１席「「ゆりひさ」吉田裕康 

 

 

 

ｙ 

 

 

 

 

来年度はいよいよ全共が開催されます。今回の

種牛共進会は全共直前の重要な共進会です。皆様

のご支援とご協力をお願いします。 

 

「めざせ！ 鹿児島全共」  
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～ 産業動物獣医師のニューフェイス ～ 

 

神
かみ

渡
わたり

 美
み

眞
ま

 先生  

① 鹿児島県 ② 鹿児島大学  

③ 北部家畜保健衛生所 

④ 食べ放題、筋トレ 

⑤ 検査課でウイルス・寄生虫検査等を担当 

⑥ 昨年度まで鹿児島県職員として働いておりましたが、 

結婚に伴い、この春、福岡県へ移住しました。これまで 

の経験を活かし、福岡県の畜産振興に貢献していきたい 

と思いますのでよろしくお願い致します。 

松隈
まつくま

 知子
と も こ

 先生  

① 福岡県 ② 鹿児島大学 ③ 福岡県両筑家畜保健衛生所 

④ スポーツ観戦（特に野球、ラグビー、大相撲） 

現在できていませんが、旅行、ツーリング、トライアスロン、 

ソフトボール等も好きです。  

⑤ 管理衛生課で牛を担当しています。  

⑥ これまで鹿児島県の離島で牛の診療を行っていました。全く 

違う業務に慣れず、戸惑っていますが、大好きな地元に貢献 

できるよう頑張りますのでよろしくお願いします。 

富岡
とみおか

 晃輝
こ う き

 先生 
① 東京都 ② 北里大学 ③ 両筑家畜保健衛生所 

④ ブラジリアン柔術（牛・豚の保定はお任せください）、ブラジリ 

アンワックス脱毛（そのうち） 

⑤ 豚・馬・綿羊・みつばちの伝染病の予防とまん延防止に関する業務。 

牛・鶏農家さんにも採血等でお会いする機会があると思います、 

皆様よろしくお願い致します 

⑥ 福岡県の畜産に関われることを誇りに思います。日々勉強、一日 

一日を大切に過ごします。 

仲宗根
な か そ ね

 瑠奈
る な

 先生 
① 沖縄県  ② 日本大学 

③ ふくおか県酪農業協同組合 久留米地区乳牛診療人工受精所  

④ 旅行  

⑤ 家畜の診療業務 

⑥ ３月に神奈川の日本大学を卒業して久留米に来ました。 

農家さんに信頼される獣医師になれるよう精一杯努めたいと 

思います。ご指導よろしくお願い致します。 

① 出身地 ② 出身大学 ③ 現在の職場 ④ 趣味等 ⑤ 仕事内容 ⑥ 一言 
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家畜保健衛生所職員紹介 

中央家畜保健衛生所 

所長         副所長 

 

 

 

 

 

 

 

龍王 浩昭            安増 邦理 

管理衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術主査 深水大 主任技師 井坂紗英  

  課長 増岡和晃 技術主査 長野正弘    事務主査 角優美子  

 

防疫課 

         

 

 

 

 

 

 

 

課長 石田剛  技術主査 田口博子 技術主査 小河大輔   
技術主査 浅田研一  技師 北山渉 

 

病性鑑定課 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

主任技師 因泥優樹  技術主査 黨征志郎    主任技師 佐藤俊介 

主任技師 中野紗央里  技術主査 近藤浩之  参事（課長） 福島瑞代    主任技師 濱田恭平  

北部家畜保健衛生所 

所 長 

          

 

 

 

 

 

 

嶋田 公洋 

管理衛生課 

 

 

 

 

 

 

 
 

技術主査 白川ひとみ 技術主査 内布幸典  技術主査 松尾浩子 

副長 甲斐田美菜    事務主査 湯屋智美  課長 村上 弘子    

  

防疫課 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任技師 袈裟丸昇太   課長 後藤敬一     
主任技師 鈴木萌美  技術主査 寺迫美知子  技術主査 上尾浩 
 

検査課 

 

 

 

 

 

 

 

 

課長 江﨑健二郎          技師 神渡美眞 

            主任技師 曽賀晃        技術主査 川島幸子                                       
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両筑家畜保健衛生所 

所 長 

           

 

 

 

 

 

 

金子 和典 

管理衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 
事務主査 金沢唯子  主任技師 松隈知子 

技術主査 山本訓敬  課長 緒方雅彦  運転士 半田俊廣  

 

防疫課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任技師 畠中大地     技師 富岡晃輝   主事補 木下広之 

技術主査 永野英樹 主任技師 古瀬美緒子 課長 横山敦史 

       

検査課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術主査 黒田成孝 
主任技師 勝毛智子    課長 柴田規光 

筑後家畜保健衛生所 

所 長    

 

 

 

 

 

 

 

小森 敏宏 

管理衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務主査 山下豊敏  課長 尾川寅太 

主任技師 佐伯厚記     技術主査 日名子健司 

 

防疫課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   課長 原田美奈子   

主任技師 服部美紀        技術主査 廣松理希 
 
検査課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課長 横山博子  
   主任技師 永野由佳       技術主査 笠正二郎 
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福岡県農林水産部   福岡市博多区東公園 7-7       ℡092-651-1111    ＦＡＸ092-643-3517 

畜産課                                 （内線 3990） 

中央家畜保健衛生所 福岡市東区箱崎ふ頭 4-14-5    ℡092-633-2920    ＦＡＸ092-633-2851 

北部家畜保健衛生所 嘉麻市大字漆生 587-8         ℡0948-42-0214    ＦＡＸ0948-42-1376 

両筑家畜保健衛生所 久留米市合川町 1642 番地の 1   ℡0942-30-1037～9  ＦＡＸ0942-35-9198 

筑後家畜保健衛生所 筑後市大字和泉 606-1         ℡0942-53-2405    ＦＡＸ0942-53-2723 

衛生情報・ご相談は 

最寄りの家畜保健衛生所へ 

 

 

飼養衛生管理基準を遵守し 

適正な衛生管理を！！ 




